
【樫邑きらきら写真展を開催します！】 

7月 3日(月)～11日（火） ９：００～15：00 

７月 12日（水）～14日（金） 9：00～12：00 

※月・水・金の 10：25～10：40 には、児童がお茶

を振る舞ったり、説明をしたりする予定です。 

※場所は、樫邑小学校 2階パソコンルームです。 

※子どもたちの見つけた樫邑のきらきら（宝物）が

いっぱい！３・４・６年生が主催です。１・２年生も参

加しています。 

児童が創る写真展！ぜひお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 2回 樫邑小学校運営協議会 開催！】  令和 5年 6月 23日(金)１３：４５～１５：４５ 
 今回も授業および校内を参観していただいた後、今年度、チャレンジしている教育活動についての進捗状況を伝えたり、タブレット

を使ってホームページを閲覧していただいたりしました。その後、よりよい樫邑小学校づくりアンケートや運動会等の来賓招待につい

て協議をしました。また、この日は、真庭市教育委員会より、田中裕恵係長がオブザーバーとして参加してくださり、真庭市内のリモー

ト授業等の様子を紹介してくださいました。 

 次回の開催は、12月 7日（木）の予定です。「真庭市学校運営協議会規則 第 14条 会議の公開」により、「協議会は特別の事

情がない限り、公開とする」となっています。傍聴のご希望がありましたら、学校までご相談ください。 

 

【授業を参観して】 

・子どもの様子をよく見て、授業をしてくださっていてありがたい。 

・大人にとっては当たり前のことを教えるのは難しいと思うが、さまざまな工夫（声かけ・切り返し・第 3 者の登場

等）をして授業をされていたのがすごい。 

・リモート授業を初めて見た。担任一人でするのは大変だと感じたが、樫邑ならではの個を大切にした丁寧な授

業でとてもよいと思った。オンラインでの授業はやった方がよい。だが、理解したかどうかの確認が難しいので

はないか。 

・１対１での授業は寂しい感じがするが、タブレットを使って、前時の復習をする等、工夫をされていて、よかった。 

かしむら コミュニティ・スクール つうしん 

令和５年６月号 樫邑小学校運営協議会 発行（文責：山本信子） 



 

 

 

 

 

 

          

 

【学校の教育活動について】   
○樫邑きらきら学習 

    生活科および総合的な学習の一部を「樫邑きらきら学習」として地域学習を行っている。児童のねらいは、「樫邑地域をきらきら 

元気にする学習」「地域の人・自分たちに関わってくれる人・自分自身が元気（笑顔）になる学習」。この学習を通して児童の「見つ

ける力・表す力・創る力・つながる力」を伸ばしていきたい。１・２年生は、「樫邑きらきら探検隊」として、３～６年生は、「樫邑きらきらデ

ザイナー」として活動。 

○樫邑タイム（毎週水曜日１３：３０～１３：５５） 

    昼休みと合わせてロング昼休みにしたり、地域の方との交流タイムにしたりしている。これまで、ロング昼休み、昔遊び、ふろしき講

座、探検等に活用した。 

○図書室開放（平日９：００～１６：００） 

    延べ人数は 6名。写真展とセットで図書室に足を運んでいただけると嬉しい。 

○全校図工・全校英語に挑戦 

    発達段階の違いによる難しさはあるが、教員が複数入り、楽しく行っている。異学年児童が協働的に学べるメリットがあると感じ

る。 

○学校訪問（6月 22日 ） 

    児童は、安心して生活できている。対話、つなぐことを意識して、努力している様子が伝わってきた。児童も自分の思いをよく話せ

ている。さらに相手意識をもって伝えることに向けて取組を積み重ねるとよい。 

○地域学校協働活動（大塚推進員より） 

    「大人のかしむら学」では、『樫邑ふるさと風土記づくり』を行っている。今は、資料集めや聞き取り等を少しずつ行っている。毎週 

水曜日に行っていたが、今後は、毎月 1回第 1水曜日９：３０～１１：３０に行うことに変更する。 

    

 

プラスの方向に動いているのを感じている。HP も更新され、外部の人も大勢来られている。HP の周知のため、もっとアピールしてはどう

か。子どもたち作成のチラシを直接持ってきてもらえると嬉しい。 

 

【よりよい樫邑小学校づくりアンケートおよび評価書の指標】  
 ・評価指標は、できるだけ、児童、保護者、教職員のアンケート結果があるとよい。 

 

【来賓について】  
 ・運動会およびきらきら発表会には、来賓をお招きする。卒業式および入学式については、次回の会で検討する。 


